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  18歳以下の者に対し犯罪行為に至らないものの『声をかける・後をつける』等の行為

で誘拐や性犯罪等の重大な犯罪の前兆としてとらえられている事案のことをいいます。 

                             

 

 

 

≪声かけ事案の傾向≫ 
・ 車両や徒歩等で児童・生徒につき 

  まとったり、追い掛ける事案が、 

  約44％を占めています。 

・ 児童・生徒に「欲しい物があった 

  ら買ってあげる」等と言って金品 

  で誘う又は道聞きを装うという甘 

  言・詐言等の手口が約26％を占め 

  ています。 

 

                     
【【保保護護者者のの皆皆様様へへ】】  

    いいざざとといいううととききにに、、下下記記のの対対策策ががととれれるるよようう、、おお子子ささんんへへのの繰繰りり返返
ししのの指指導導ををおお願願いいししまますす。。  

  

  《《追追いいかかけけらられれたたとときき》》  
        ◎◎  大大声声でで周周囲囲にに助助けけをを求求めめるる      
        ◎◎  防防犯犯ブブザザーーをを鳴鳴ららすす  
        ◎◎  付付近近のの家家やや店店にに逃逃げげ込込むむ  
《《知知ららなないい人人にに声声ををかかけけらられれたたとときき》》  
        ◎◎  絶絶対対ににつついいてて行行かかなないい      

        ◎◎  ははっっききりりとと断断るる      
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